
 

別表八（三）の記載の仕方 

 

１ この明細書は、法人が令第119条の３第13項((((移動平

均法を適用する有価証券について評価換え等があった

場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))))の規定

の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の３第１

項((((個別益金額又は個別損金額))))（令第119条の３第13

項の規定により法第81条の３第１項に規定する個別益

金額又は個別損金額を計算する場合に限ります。）の

規定の適用を受ける場合に記載します。 

 なお、連結法人については、適用を受ける各連結法

人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法人名

を「法人名」の括弧の中に記載してください。 

２ 「14」から「25」までの各欄は、法人が令第119条の

３第８項（令第119条の４第１項後段((((評価換え等が

あった場合の総平均法の適用の特例))))においてその例

による場合を含みます。以下同じです。）の規定の適

用を受ける場合又は連結法人が法第81条の３第１項

（令第119条の３第８項の規定により法第81条の３第

１項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する

場合に限ります。）の規定の適用を受ける場合にのみ

記載します。 

３ 「特定支配日から対象配当等の額に係る決議日等の

属する他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に

当該他の法人の株主等が受けた配当等の額に対応して

減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額17」

は、令第119条の３第８項第２号に掲げる金額を記載し

ます。 

４ 「他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年

度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額（当

該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他

の法人の株主等が受けた配当等の額がある場合には、

当該配当等の額に対応して減少した利益剰余金の額を

減産した金額）18」は、令第119条の３第７項第２号ハ

に掲げる金額を記載します。この場合において、同条

第11項又は第12項（令第119条の４第１項後段において

その例による場合を含みます。）の規定の適用がある

ときは、令第119条の３第11項第１号ロ若しくは第２号

又は第12項第１号の規定により加算され、又は減算さ

れる金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付し

ます。 

５ 法人が令和２年改正令附則第５条第２項後段((((移動

平均法を適用する有価証券について評価換え等があっ

た場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関

する経過措置))))の規定の適用を受ける場合には、同項

後段に規定する開始の時の直前における帳簿価額及び

同項後段に規定する基準時における帳簿価額を別紙に

記載して添付します。 

 

 


